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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
大
阪
・
夢
洲
の
土
壌
汚
染
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
夢
洲
地
区
」
を
含
む
大
阪
市
に
お
け
る
土
壌
汚
染
対
策
を
「
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
い
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
」

権
限
に
つ
い
て
は
、
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
大
阪
市

長
が
行
使
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
お
尋
ね
の
よ
う
に
「
大
阪
府
知
事
」
が
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律

第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
「
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
側
」
と
「
チ
ェ
ッ
ク
す
る
側
の
両
方
を
兼
ね
る
こ

と
」
は
生
じ
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

法
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
「
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
土
壌
汚
染
状
況
調
査
・
・
・
を
行
お
う
と
す
る
者

を
指
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
環
境
大
臣
が
・
・
・
す
る
も
の
と
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
複
数
の
都
道
府
県
に
お
い

て
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
お
う
と
す
る
者
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
の
事
務
量

が
増
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
当
該
事
務
の
負
担
を
低
減
す
る
観
点
か
ら
国
が
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
す

る
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
同
調
査
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
住
民
に
身
近
で
地
域
の
実
情
に
通
じ
た
地
方
公
共



 

２ 

 

団
体
の
長
が
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
ま
た
、
仮
に
同
調
査
の
結
果
を
報
告
す
べ
き
者
が
報

告
を
受
け
る
者
を
兼
ね
る
こ
と
に
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
調
査
が
土
地
の
所
有
者
等
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な

く
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
指
定
調
査
機
関
及
び
指
定
支
援
法
人
に
関
す
る
省
令

（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
基
準
に
基
づ
い
て
指
定
す
る
指
定
調
査
機
関
に
よ
っ
て
土
壌

汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
実

施
さ
れ
る
と
と
も
に
、
当
該
所
有
者
等
に
よ
る
土
壌
汚
染
対
策
が
当
該
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

「
確
実
に
土
壌
汚
染
対
策
が
実
施
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 


